
障害の「社会モデル」とは  

共生社会を実現するために、障害者が直面する社会的障壁を取り除いていく

という考え方は、「障害者権利条約」の理念である障害の「社会モデル」の考え

方を踏まえたものである。障害の「社会モデル」とは、障害者が日常生活又は

社会生活で受ける様々な制限は、心身の機能の障害のみに起因するものではな

く、社会における様々な障壁と相対することによって生じるものという考え方

である。 

全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく活動できる共生社

会の実現のためには、このような考え方に基づき、障害者の活動や社会参加を

制限している様々な社会的障壁を取り除くことが重要である。 

 

※ 障害の「社会モデル」に対し、障害は個人の心身の機能の障害によるもの

であるという考えを「医学モデル」という。 
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